
島
根
県
の
行
政
区
画
制
定
の
過
程
と
県
域
を
め
ぐ
る
係
争
に
つ
い
て

島根県の行政区画制定の過程と県域をめぐ、る係争尽ついて

善

昭

池

田

一
、
序

今
日
の
島
根
県
域
は
、
廃
藩
置
県
後
一

O
年
を
経
過
し
て
画
定
し
、
出
雲
国
に
行
政
の
中
心
を
置
き
、
石
見
・
隠
岐
二
国
を
含
む
も
の

と
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
府
県
域
の
画
定
は
、
幕
落
体
制
下
の
領
域
を
否
定
す
る
形
で
基
本
的
に
進
行
し
た
も
の
の
、
必
ら
ず
し
も
藩
領

の
解
体
再
編
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、

い
か
な
る
過
程
を
経
て
画
定
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
そ
の
画
定
の
意
味
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
鳥
取
・
島
根
両
県
、
と
く
に
後
者
を
中
心
に
吟
味
し
、
政
治
地
理
学
へ
の
歴
史
地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
も
の
が
、
本

稿
で
あ
る
。

二
、
府
県
設
置
前
後
の
島
根
ハ
1
〉
・
鳥
取
す
)
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文
久
三
年
夏
、
長
州
が
会
津
・
薩
摩
と
対
立
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
松
江
藩
(
出
雲
国
)
は
、
禁
一
裏
守
衛
の
親
兵
と
な
り
、
藩
士
一
八

人
を
貢
し
て
い
る
。
鳥
取
藩
(
因
幡
・
伯
者
二
国
)
は
、
直
接
的
に
は
長
州
に
く
み
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
親
善
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
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津
和
野
藩
(
石
見
圏
西
南
部
)

は
、
中
立
を
保
ち
つ
つ
も
、
福
羽
美
静
ら
の
尊
王
襲
夷
思
想
の
影
響
を
う
け
、
、
当
時
、
藩
主
に
よ
り
将
軍

上
洛
を
建
白
し
て
い
た
ハ
3
Y
第
二
次
長
州
戦
争
に
際
し
て
は
、

「
石
州
口
」
担
当
と
し
て
、

浜
田
の
松
平
、

津
和
野
の
亀
井
、

鳥
取
の

松
平
、
松
江
の
松
平
が
参
加
し
、
益
田
に
本
陣
を
お
い
た
が
、
各
藩
の
動
き
は
多
様
で
あ
っ
た
。

島根県の行政区画制定の過程と県域をめぐる係争について

津
和
野
藩
で
は
、
幕
府
派
遣
の
軍
目
付
を
城
下
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
動
き
が
あ
り
、
浜
田
で
、
次
い
で
横
田
(
益
田
市
)
で

説
得
に
努
め
た
。
説
得
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、

一
か
月
後
、
長
州
軍
が
進
入
し
て
か
ら
は
、
軍
目
付
を
藩
校
養
老
館
に
軟
禁
し
つ
つ
、

敵
地
に
近
く
小
落
の
た
め
出
兵
不
能
と
、
広
島
の
征
討
総
督
に
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
長
州
藩
と
の
合
意
が
成
立
し
た
慶
応
二
年
六
月

二
七
日
、

「
毛
制
大
膳
父
子
是
非
応
致
度
旨
」
と
い
う
こ
と
で
、
軍
目
付
一
行
の
長
州
藩
へ
の
引
き
渡
し
を
し
て
い
る
。

浜
田
藩
で
は
、
六
月
一
五
日
よ
り
独
自
に
停
戦
交
渉
に
入
り
、

一
八
日
和
議
の
成
立
を
み
た
も
の
の
、
重
臣
が
城
を
脱
出
、
松
江
藩
の

軍
艦
第
二
八
雲
丸
に
便
乗
、
杵
築
(
大
社
町
)
を
経
て
松
江
に
難
を
避
け
て
い
る
。
こ
れ
に
併
行
し
て
、
藩
兵
は
分
裂
し
軍
は
解
か
れ
、

一
九
日
長
州
軍
進
駐
の
翌
日
か
ら
長
州
支
配
下
に
入
っ
た
。

石
見
国
東
部
の
大
森
銀
山
領
で
は
、
七
月
二

O
日
の
代
官
鍋
山
三
郎
右
衛
門
の
逃
亡
、
二
四
日
の
長
州
軍
進
駐
と
相
前
後
し
て
、
農
民

に
よ
る
一
授
、
打
ち
こ
わ
し
が
み
ら
れ
た
。
長
州
藩
は
、
首
謀
者
の
み
を
打
首
と
し
、
年
貢
米
を
困
窮
者
に
配
分
す
る
こ
と
、
米
価
を
抑

制
す
る
こ
と
を
布
告
し
て
い
る
。

松
江
藩
は
、

八
月
二
五
日
の
征
長
中
止
令
に
よ
る
停
戦
ま
で
、
幕
軍
の
先
鋒
と
し
て
の
位
置
を
保
ち
続
け
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
鳥
取

藩
で
は
、
藩
論
が
分
裂
し
、
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
対
応
し
か
み
せ
な
か
っ
た
。
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薩
長
を
中
心
に
成
立
し
た
明
治
政
府
の
下
で
、
県
域
を
設
定
す
る
に
際
し
、
こ
れ
ら
の
各
地
域
の
対
応
と
類
似
し
た
地
域
的
分
立
が
大

き
く
作
用
し
、
県
域
設
定
は
き
わ
め
て
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
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日
本
海
の
離
島
で
、
松
江
藩
預
り
と
な
っ
て
い
た
隠
岐
に
は
特
有
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
既
に
、
天
明
年
間
よ
り
尊
、
王
壌
夷
へ
の
胎
動

が
み
ら
れ
、
玉
若
酢
神
社
宮
司
億
伎
幸
生
は
上
洛
し
て
西
依
成
斎
門
下
に
入
り
、
国
学
の
隠
岐
へ
の
普
及
の
端
緒
を
つ
く
っ
て
い
る
。
明

治
に
入
り
学
習
院
に
奉
職
し
た
中
沼
了
三
は
、
大
和
国
十
津
川
郷
土
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
中
沼
の
動
き
を
み
て
隠
岐
に
帰
り
水
若
酢

神
社
境
内
に
、
私
塾
庸
懲
館
を
つ
く
り
、
尊
王
援
夷
を
鼓
吹
し
た
中
西
毅
助
は
、
慶
応
三
年
五
月
、
隠
岐
に
文
武
館
を
つ
く
る
べ
く
島
内

の
同
志
七
三
名
の
連
署
で
松
江
に
嘆
願
書
を
提
出
、
二
度
に
わ
た
る
郡
代
の
拒
否
に
対
し
庄
屋
を
説
諭
し
第
三
回
の
提
出
を
試
み
た
。
こ

れ
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
京
都
に
い
る
尊
王
援
夷
派
の
志
士
に
連
絡
、
宿
願
を
果
た
さ
ん
と
し
た
。

明
治
元
年
二
月
三
日
、
重
栖
港
か
ら
脱
出
し
た
一
宮
大
宮
苛
忌
部
正
弘
ら
一
一
名
は
、
長
州
藩
の
動
静
を
探
る
べ
く
西
に
向
か
う
が
、

風
向
の
都
合
で
浜
田
に
入
港
、
第
二
次
長
州
戦
争
と
長
州
軍
に
よ
る
浜
田
占
領
に
出
あ
う
。
こ
れ
を
機
と
し
て
、
尊
王
壌
夷
が
討
幕
に
代

わ
り
、
郡
代
追
放
を
決
意
し
た
。
三
月
に
入
り
、
実
力
行
使
が
決
め
ら
れ
た
が
、
同
月
一
五
日
池
田
村
国
分
寺
で
聞
か
れ
た
島
後
の
庄
屋

大
会
で
は
、
松
江
藩
郡
代
支
持
の
「
出
雲
党
」
と
、
郡
代
退
去
を
求
め
る
「
正
義
党
」
と
に
分
裂
し
た
。
「
正
義
党
」
は
、
同
志
一
一
名
か
ら

帰
属
す
る
前
に
、
山
陰
道
鎮
撫
使
守
衛
役
所
が
隠
岐
国
公
開
役
方
中
へ
あ
て
た
公
翰
を
、
隠
岐
役
所
の
藩
吏
が
勝
手
に
開
封
し
た
事
件
を

追
究
し
、
郡
代
の
退
去
を
求
め
て
い
る
。

「
正
義
党
」
は
、
島
後
で
海
上
交
通
を
通
じ
繁
栄
し
た
特
権
的
問
屋
層
を
主
体
と
し
た
「
出
雲

党
」
の
情
勢
を
見
て
、
圧
屋
大
会
か
ら
退
場
、
や
が
て
同
志
を
結
集
し
郡
代
追
放
に
ふ
み
き
る
。
忌
部
正
弘
を
総
指
揮
と
す
る
住
民
の
代

表
は
陣
屋
を
訪
れ
、
松
江
藩
士
の
退
去
を
求
め
、
こ
れ
と
相
呼
応
し
て
島
前
で
も
三
度
に
わ
た
り
松
江
藩
と
の
対
決
を
要
請
し
て
い
る
。

正
義
党
は
蜂
起
の
理
由
を
明
記
し
た
撤
文
を
島
民
に
回
達
、

「
皇
国
ノ
民
」
と
し
て
励
む
よ
う
訴
え
、
郡
代
追
放
後
、
自
治
機
闘
を
設

立
す
る
に
至
っ
た
。
四
月
に
は
代
表
を
京
都
に
送
り
、
在
京
の
中
沼
了
三
の
指
導
を
得
て
山
陰
道
鎮
撫
使
に
郷
帳
を
提
出
し
、
朝
廷
郷
領

と
な
っ
て
か
ら
の
朝
廷
の
支
配
に
代
り
自
治
を
な
し
う
る
よ
う
に
離
島
の
事
情
を
訴
え
嘆
願
し
て
い
る
。
松
江
落
は
処
罰
を
企
て
、
こ

O



目
、
偵
察
使
を
西
郷
に
送
り
、
五
月
に
入
る
と
七

O
余
名
の
鎮
撫
使
が
来
島
、
戦
闘
と
な
る
。
正
義
党
四
散
に
よ
り
自
治
機
関
の
崩
壊
を

み
る
が
、
機
関
の
危
機
を
伝
え
聞
い
た
鳥
取
藩
の
使
節
来
島
、
そ
の
後
の
太
政
宮
に
よ
る
監
察
使
派
遣
を
機
に
正
義
党
に
有
利
な
状
況
が

生
ま
れ
、
六
月
初
め
、
再
び
惣
会
所
と
会
議
所
が
復
活
、
自
治
の
息
吹
き
を
か
え
し
た
。
自
治
機
関
は
、
明
治
二
年
二
月
の
隠
岐
県
設

島根県の行政区画制定の過程と県域をめぐる係争について

置
、
四
月
県
知
事
赴
任
ま
で
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
離
島
で
あ
る
が
故
に
あ
り
え
た
一
時
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

松
江
藩
が
尊
王
討
幕
に
ふ
み
き
っ
た
の
は
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
を
機
に
し
て
で
、
「
お
家
の
た
め
を
考
え
」
と
家
臣
に
さ
と
し
、
支
藩
の
広

瀬
・
母
里
に
も
同
様
の
道
を
歩
む
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
藩
論
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
朝
廷
が
西
国
寺
公
望
を
山
陰
道
鎮
撫
使
総
監
に
任

命
、
鳥
取
・
長
州
両
藩
に
松
江
・
浜
田
両
藩
の
取
り
調
べ
を
命
じ
た
事
実
で
あ
る
。
鳥
取
藩
で
は
、
総
督
指
揮
の
も
と
に
鎮
撫
使
の
使
命

を
う
け
て
い
た
が
、
総
督
来
陰
時
、

い
わ
ゆ
る
「
雲
落
事
件
」
が
発
生
し
た
。
既
に
、
福
知
山
か
ら
総
督
の
内
意
を
得
て
伊
王
野
治
郎
左

衛
門
が
雲
藩
取
り
締
ま
り
の
こ
と
を
通
知
し
て
い
た
が
、
使
者
白
井
晃
介
は
松
江
に
赴
き
出
雲
よ
り
官
軍
へ
兵
糧
を
輸
送
す
る
こ
と
に
つ

き
交
渉
し
た
が
、
藩
主
は
東
京
に
あ
り
中
央
の
機
務
に
も
参
与
し
て
い
た
。

「
雲
落
事
件
」
は
、
落
船
第
二
八
雲
丸
に
か
か
わ
る
も
の

で
、
京
に
派
遣
し
た
藩
兵
の
食
糧
を
積
み
中
海
を
発
し
た
同
船
が
途
中
汽
曜
の
故
障
で
敦
賀
に
入
港
、
陸
揚
げ
帰
途
に
つ
く
が
、
鎮
撫
使

一
行
は
但
馬
村
岡
に
あ
り
召
喚
さ
れ
宮
津
に
船
を
抑
留
し
た
。
鎮
撫
使
滞
在
地
近
く
に
二
度
も
軍
艦
を
入
港
さ
せ
た
こ
と
、
落
よ
り
鎮
撫

使
一
行
に
挨
拶
も
な
し
と
批
難
さ
れ
た
。
や
が
て
、
付
雲
州
の
半
分
を
朝
廷
に
返
上
す
る
か
、
。
重
役
が
死
し
て
謝
罪
す
る
か
、
日
開
稚
子

入
質
か
、
同
勅
使
を
国
境
へ
引
き
受
け
勝
敗
を
決
し
た
上
謝
罪
す
る
か
の
四
条
件
が
つ
き
つ
け
ら
れ
、
藩
は
H
H
を
と
り
在
京
藩
士
が
朝
廷

に
伺
書
で
真
意
を
正
し
た
と
こ
ろ
謹
慎
に
及
ば
す
と
の
返
事
を
う
け
、
鳥
取
藩
も
四
か
条
に
代
わ
る
別
の
方
法
で
謝
罪
さ
せ
る
こ
と
と
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し
、
二
月
二
五
日
米
子
総
督
府
で
ご
藩
安
堵
」
の
書
面
を
う
け
と
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、
鳥
取
は
島
根
県
設
置
後
、
県

域
と
し
て
の
独
立
を
失
な
っ
て
ゆ
く
。
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明
治
二
年
八
月
二
日
、
長
州
軍
支
配
下
に
あ
っ
た
旧
浜
田
藩
領
と
旧
大
森
銀
山
領
と
で
大
森
県
が
設
置
さ
れ
、
二
月
三

O
日
置
設
の
隠

岐
県
を
も
編
入
し
た
。
翌
年
二
月
四
日
に
は
浜
田
県
と
改
称
さ
れ
、
県
庁
も
大
森
か
ら
浜
田
に
移
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、

一
月
一
三

日
、
浪
人
前
田
誠
一
の
首
唱
で
、
新
政
府
の
政
治
を
批
判
、
町
民
に
よ
び
か
け
、
大
森
県
支
庁
で
あ
る
浜
田
裁
判
所
を
襲
撃
占
拠
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
前
田
騒
動
」
が
こ
っ
て
い
る
。
大
森
県
設
置
の
と
き
に
も
、
駐
留
諸
隊
の
な
か
に
は
藩
地
へ
の
引
き
揚
げ
に
反
対
、
農
民
を

煽
動
す
る
な
ど
の
動
き
が
あ
っ
た
。
新
政
府
の
直
轄
地
と
な
っ
た
こ
の
地
は
、
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
の
討
幕
寧
に
よ
る
被
占
領
地
と

し
て
、
地
方
行
政
の
モ
デ
ル
化
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
津
和
野
藩
は
、
全
国
的
な
廃
藩
置
県
に
先
立

ち
、
藩
内
の
情
況
か
ら
朝
廷
へ
の
領
域
返
上
を
決
定
し
て
お
り
、
四
年
九
月
こ
五
日
に
浜
田
県
に
合
併
さ
れ
た
。

島
根
県
は
、
四
年
七
月
設
置
を
み
た
松
江
・
広
瀬
・
母
里
三
県
の
廃
止
と
隠
岐
県
を
浜
田
県
か
ら
分
離
吸
収
し
て
、

一
一
月
一
五
日
設

立
さ
れ
た
。

(
隠
肢
は
一
か
月
後
、
鳥
取
県
移
管
と
な
り
、

一
四
年
九
月
二
一
目
、
再
び
島
根
県
に
帰
属
し
て
い
る
)
九
年
四
月
浜
田

県
、
八
月
鳥
取
県
の
廃
止
で
、
鳥
根
県
は
因
幡
・
伯
岩
田
・
隠
岐
・
出
雲
・
石
見
に
及
ぶ
領
域
を
占
め
る
に
お
エ
っ
た
。

三
、
鳥
取
県
再
置
運
動
と
そ
の
背
景

鳥
取
県
の
島
根
県
へ
の
合
併
後
の
、
因
幡
・
伯
蓄
の
対
応
は
か
な
り
明
確
な
差
を
示
し
た
。
隠
岐
国
は
本
来
松
江
藩
預
り
地
で
、
合
併

に
対
し
て
さ
ほ
ど
の
動
き
は
み
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
と
く
に
因
幡
の
士
族
は
、
松
江
藩
域
の
合
併
は
屈
辱
で
あ
り
、
風
俗
人
情
が
異
.

な
り
、
因
伯
を
出
雲
の
継
子
的
な
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
憤
り
を
み
せ
た
。
不
平
の
主
た
る
も
の
は
、
窮
迫
士
族
の
救
済
策
を
欠
き
、

道
路
・
教
育
の
施
設
が
な
く
、
税
負
担
も
重
く
な
る
こ
と
か
ら
、
故
意
に
鳥
取
地
方
を
衰
微
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
や
が
て
、
鳥
取
本
町
三
丁
目
に
本
部
を
お
き
、
足
立
長
郷
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
「
共
舞
社
」
が
組
織
さ
れ
、
県
政
に
対
す



る
不
満
が
糾
合
さ
れ
た
。
島
根
県
会
議
長
の
岡
崎
平
内
も
、
地
方
民
の
政
治
的
自
覚
を
は
か
る
目
的
と
し
て
愛
護
会
を
組
織
し
た
が
、
こ

の
会
も
県
再
置
に
つ
い
て
政
府
の
要
人
に
運
動
す
る
も
の
と
し
て
動
き
始
め
る
。

一
三
年
三
月
、
高
知
県
が
、
徳
島
県
か
ら
再
置
で
な
く

分
離
独
立
し
た
の
を
機
に
、
再
置
論
は
も
り
あ
が
っ
た
。
同
年
秋
、
鳥
取
で
県
再
置
町
民
大
会
が
聞
か
れ
、
翌
年
に
は
入
江
轄
景
が
上

島根県の行政区画制定の過程と県域をめぐる係争について

京
、
前
県
参
事
の
関
義
臣
を
た
ず
ね
、
窮
状
を
の
べ
て
い
る
。
共
鍔
社
は
か
な
り
強
力
な
反
島
根
運
動
と
し
て
、
合
法
的
陳
情
願
を
主
と

し
た
愛
護
会
の
ゆ
き
方
と
対
立
し
て
い
た
。
人
情
風
俗
の
異
な
る
地
方
を
一
庁
の
下
に
収
め
一
-
令
の
中
に
律
せ
ん
と
し
て
も
難
か
し
い
こ

と
、
鳥
取
の
松
江
と
の
隔
た
り
と
交
通
の
不
便
、
合
併
後
の
不
当
の
賦
課
が
住
民
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
上
京
の
同
志
河
田
景

与
を
た
ず
ね
、
参
議
山
景
有
朋
に
非
公
式
に
た
ず
さ
与
え
た
陳
情
書
を
面
接
の
上
提
出
、
再
置
を
嘆
願
し
た
。
さ
ら
に
、
松
方
内
務
卿
、
大

隈
参
議
に
も
面
接
し
、
地
方
住
民
の
世
論
に
県
当
局
が
冷
淡
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
中
央
政
府
に
影
響
を
与
え
る
の
で
、
再
置
が
必
要
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
と
か
く
暴
挙
に
出
る
こ
と
の
多
か
っ
た
共
第
社
の
行
動
な
ど
の
周
辺
状
況
か
ら
も
、
県
再
置
が
必
要
と
訴
え
て

い
る
。
や
が
て
、
九
月
一
一
一
日
付
で
、
因
伯
二
国
の
鳥
取
県
設
置
を
み
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
鳥
取
で
の
再
置
運
動
が
県
再
置
を
導
い
た
こ
と
は
、
出
雲
国
に
近
接
す
る
伯
奮
圏
西
部
か
ら
の
反
対
運
動
に
直
面
し

た〈
4
V
久
米
郡
葵
町
(
倉
吉
市
)
士
族
中
村
半
次
他
一
六

O
名
が
、
明
治
二
二
、

一
四
年
に
元
老
院
議
長
寺
島
宗
助
宛
に
提
出
し
た
建

白
書
で
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
再
置
反
対
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。

「
(
前
略
)
鳥
取
県
ヲ
設
置
シ
因
伯
一
一
国
ヲ
管
轄
セ
シ
ム
ル
ノ
令
ヲ
布
カ
ル
ル
ヤ
某
等
夙
ニ
謹
テ
奉
戴
遵
守
セ
リ
然
ル
ニ
頃
日
我
伯
州
ノ
有
志
者
此
等
ヲ

以
テ
不
便
ナ
リ
ト
ナ
シ
将
ニ
明
治
大
政
府
ニ
請
フ
所
プ
ラ
ン
ト
ス
ト
(
中
略
)
闇
ク
所
-
一
拠
レ
ハ
久
米
郡
有
志
者
ノ
如
キ
己
ニ
同
志
ヲ
結
合
シ
以
テ
伯

州
ノ
再
ヒ
島
根
県
-
一
一
属
セ
ン
コ
ト
ヲ
哀
訴
歎
願
ス
ト
而
シ
テ
彼
等
ノ
鳥
取
県
ニ
一
属
ス
ル
ヲ
以
テ
不
便
ト
ナ
ス
ノ
大
概
ヲ
伝
閏
ス
ル
ニ
一
地
方
税
ノ
多
寡
道

路
一
ノ
便
否
彼
是
相
異
リ

E
ツ
我
伯
州
開
明
運
輸
物
産
ノ
進
潮
ハ
西
ヨ
リ
東
-
一
漸
ス
ル
自
然
ノ
理
ニ
シ
テ
今
西
ヲ
棄
テ
東
-
一
向
ヒ
自
然
ノ
理
-
一
背
グ
ハ
不

可
ト
云
爾
ニ
在
日
(
以
下
略
)

147 
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ま
た
、

一
四
年
八
月
七
日
、
元
老
院
議
長
大
木
喬
任
宛
に
伯
雪
国
久
米
郡
倉
吉
東
倉
吉
町
(
倉
吉
市
)
進
藤
与
八
郎
他
三

O
名
の
名
で

出
し
た
建
議
書
で
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
:
:
:
抑
鳥
取
ハ
我
伯
誉
ノ
東
町
一
位
シ
伯
ノ
東
境
ヨ
リ
相
距
ル
コ
ト
凡
ソ
七
里
ト
ス
其
西
境
ヨ
リ
ス
レ
ハ
凡
ソ
三
十
里
之
ヲ
平
均
シ
テ
十
八
里
ト
ス
而

γ
テ
伯
者
ノ
地
勢
タ
ル
東
方
狭
グ
西
方
広
シ
随
テ
人
々
モ
西
方
一
一
多
シ
ト
ス
故
ニ
郡
役
所
ノ
如
キ
倉
吉
米
子
二
部
ノ
一
一
一
ケ
所
ユ
設
ク
而
シ
テ
東
方
ハ
惟

タ
倉
吉
一
ツ
而
巴
之
ノ
里
程
ヲ
図
ル
-
一
倉
吉
ヨ
リ
鳥
取
ヲ
距
ル
コ
ト
十
二
塁
米
子
ヨ
リ
二
十
四
皇
二
部
ヨ
リ
ニ
十
七
里
平
均
二
十
一
塁
ト
ス
而
シ
テ
島

根
県
庁
ニ
於
ケ
ル
倉
吉
ヨ
リ
二
十
一
星
米
子
ヨ
リ
八
里
二
部
ヨ
リ
十
一
里
平
均
十
三
塁
ト
ス
・
:
遠
近
新
グ
ノ
如
シ
是
レ
不
便
ノ
一
ツ
ナ
リ
:
:
:
米
子
町

ヨ
リ
六
皇
余
内
海
ア
リ
故
ユ
往
復
ノ
通
船
間
断
ナ
グ
須
突
ノ
間
ノ
以
テ
渡
航
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
便
路
ア
リ
其
鳥
取
ニ
出
ル
ヤ
穀
験
ノ
山
路
ト
延
々
タ

ル
沙
漠
ト
ノ
ミ
ニ
シ
テ
(
中
略
)
是
レ
其
不
便
ノ
ニ
ツ
ナ
リ
旦
ツ
島
根
県
所
轄
ト
ナ
リ
シ
ヨ
リ
既
二
ハ
ヶ
年
其
関
学
校
及
ヒ
医
院
ヨ
リ
百
般
概
ネ
備
ハ

サ
ル
ナ
シ
(
中
略
)
漸
グ
盛
大
-
一
一
赴
カ
ン
ト
ス
ル
者
ヲ
一
朝
棄
去
シ
民
心
ノ
欲
セ
サ
ル
所
ニ
所
轄
セ
ラ
レ
吏
-
一
又
是
等
百
般
ノ
事
業
ヲ
興
サ
ン
ト
ス
・
:

是
レ
其
不
便
ノ
三
ツ
ナ
リ
然
リ
一
間
シ
テ
伯
ノ
境
港
雲
ノ
一
一
一
保
関
港
ハ
近
海
ノ
良
港
漸
次
物
産
ヲ
増
殖
シ
運
輸
ノ
便
ヲ
図
ル
共
望
ミ
ヲ
雨
港
ニ
属
ス
是
レ

則
チ
我
カ
佑
審
員
心
ノ
西
ヲ
向
フ
ハ
天
然
ノ
地
勢
然
ラ
シ
ム
ル
所
ナ
リ
(
中
略
)
再
置
論
者
ノ
日
夕
両
国
ハ
元
一
落
ノ
管
轄
セ
シ
処
人
情
習
慣
必
ス
施

政
上
便
益
ヲ
与
ヘ
ン
ト
憶
又
タ
何
ノ
事
ソ
ヤ
曽
テ
明
治
九
年
鳥
取
支
庁
ヲ
置
ル
ル
ヤ
伯
審
東
三
郡
ヲ
シ
テ
支
庁
ノ
管
轄
ヲ
利
ト
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
投
票
セ

シ
メ
ラ
レ
シ
ニ
一
般
皆
本
庁
ノ
直
轄
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
セ
シ
ニ
非
ス
ヤ
(
中
略
)
仮
令
置
県
セ
ラ
ル
ル
モ
伯
春
若
シ
属
セ
ラ
ル
ハ
民
心
一
日
モ
安
ン

ス
可
カ
ラ
ス
(
中
略
)
固
ヨ
リ
県
庁
ノ
廃
置
ハ
施
政
ノ
便
宜
ニ
ヨ
リ
宜
シ
グ
政
府
ノ
処
セ
ラ
ル
ヘ
キ
所
ニ
シ
テ
人
民
ノ
如
キ
ハ
惟
タ
命
是
レ
従
フ
可
キ

者
ト
難
ト
モ
民
意
の
服
セ
サ
ル
ハ
是
レ
又
施
政
ノ
困
難
ナ
リ
(
以
下
略
)
」

周
年
、
久
米
郡
弓
原
村
岩
本
廉
蔵
が
大
木
喬
任
宛
に
出
し
た
も
の
も
、
同
様
の
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
付
帯
が
あ
る
。

「
(
前
略
)
宣
伯
番
人
民
ニ
シ
テ
聯
カ
知
識
ヲ
有
ス
ル
者
誰
カ
鳥
取
県
再
置
ヲ
願
望
ス
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
僅
-
一
之
ヲ
願
望
ス
ル
者
ハ
旧
藩
池
田
家
ノ
土
族
或

ハ
之
ア
リ
ト
(
中
略
)
況
ン
ヤ
鳥
取
ハ
士
一
日
日
廃
県
ノ
跡
也
(
中
略
)
筆
ヲ
摺
-
一
当
リ
尚
一
言
ヲ
陳
セ
ン
灰
-
一
関
ク
鳥
取
県
再
置
論
者
日
因
伯
州
ハ
故
ト

一
藩
ノ
治
タ
リ
之
ヲ
混
一
ニ
ス
ル
ハ
則
其
人
情
ノ
欲
ス
ル
処
施
政
ノ
便
ナ
ル
ハ
古
来
ノ
経
験
ニ
於
テ
徴
セ
リ
ト
亦
白
鳥
取
市
街
ノ
疲
弊
之
ヲ
救
済
ス
ル

ハ
県
庁
再
置
ニ
不
如
ト
是
一
ヲ
知
リ
テ
未
タ
二
ヲ
知
ラ
サ
ル
私
論
ノ
ミ
(
中
略
)
恐
ク
ハ
土
田
白
鳥
取
県
集
権
タ
リ
シ
ト
キ
ト
誤
認
シ
テ
羨
慕
ス
ル
ナ
ラ

ン
以
(
以
下
略
)
」



一
O
月
三

O
日
、
伯
奮
国
汗
入
郡
人
民
惣
代
と
し
て
淀
江
の
谷
尾
甚
三
、
岩
本
平
太
が
、
島
根
県
令
境
二
郎
に
宛
て
た
上
申
書
で
も
、

因
幡
鳥
取
へ
の
反
目
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
、
共
努
社
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

島根県の行政区画制定の過程と県域をめぐる係争について

「
(
略
抑
)
伯
香
国
商
部
人
民
カ
鳥
取
県
ノ
管
轄
ヲ
被
ム
ル
コ
ト
ハ
実
ニ
不
幸
ノ
至
-
一
可
有
之
(
中
略
)
西
部
ノ
人
情
風
俗
ハ
大
エ
出
雲
国
ニ
接
近
シ
テ

殆
ン
ト
同
一
(
中
略
)
其
東
部
三
郡
(
河
村
久
米
八
橋
)
ノ
人
情
風
俗
ハ
復
タ
西
部
ノ
如
ク
ナ
ラ
サ
レ
ト
モ
其
因
幡
去
テ
出
雲
国
ユ
就
グ
ノ
情
態
-
一
至

テ
ハ
曽
テ
殊
異
ア
ル
ヲ
見
ス
(
中
略
)
伯
挙
国
人
ノ
因
幡
国
人
ニ
於
ケ
ル
ノ
感
情
ハ
其
美
作
備
中
ノ
隣
国
ニ
於
ケ
ル
ノ
感
情
ト
厚
薄
曽
テ
択
フ
所
ナ
シ

(
中
略
)
殊
一
一
・
昨
年
来
彼
等
窮
困
士
族
カ
組
織
ジ
タ
ル
共
銭
社
ナ
ル
者
ハ
関
塑
枚
畜
ノ
会
社
ヲ
起
ス
ヲ
以
口
実
ト
ナ
シ
我
々
ヲ
脅
迫
シ
テ
入
社
株
金
ヲ

出
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
或
ハ
米
価
騰
貴
ヲ
防
キ
究
民
ヲ
救
ウ
ト
唱
へ
テ
農
商
各
司
カ
売
却
ノ
為
境
港
等
市
場
へ
米
穀
ヲ
輸
出
ス
ル
ヲ
禁
シ
或
ハ
毎
年

地
主
カ
小
作
人
ヨ
リ
取
立
ル
所
ノ
宛
日
米
石
代
-
一
付
謂
ハ
レ
ナ
キ
説
ヲ
作
ジ
或
ハ
去
ル
明
治
九
年
減
租
ノ
御
主
意
ヲ
誤
解
シ
テ
無
稽
ノ
説
ヲ
唱
へ
以
テ

愚
民
ヲ
誌
惑
致
シ
タ
ル
等
大
-
一
暴
行
ヲ
働
ラ
キ
タ
リ
故
-
一
伯
者
国
民
ノ
共
繁
社
ヲ
視
ル
コ
ト
蛇
掲
モ
不
官
(
中
略
)
伯
者
国
殊
-
一
我
西
部
三
郡
ノ
因
幡

国
ユ
於
ル
ハ
人
情
大
-
一
選
庭
シ
テ
痛
淳
一
軍
モ
相
関
セ
サ
ル
ナ
リ
(
後
略
こ

西
伯
郡
の
島
根
県
へ
の
合
併
論
は
、
大
正
三
年
二
一
月
、
再
び
具
体
化
し
、
二
日
、
大
原
郡
選
出
の
藤
井
朝
一
郎
議
員
よ
り
県
議
会
に

出
さ
れ
満
場
一
致
で
可
決
、
合
併
促
進
を
決
定
し
た
。
こ
の
理
由
は
、
小
県
で
は
発
展
は
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
西

伯
郡
選
出
の
渡
辺
散
水
議
員
は
、
合
併
必
要
理
由
と
し
て
、
ハ
ワ
一
、
三

O
年
来
、
合
併
の
必
要
が
い
わ
れ
て
い
た
が
い
よ
い
よ
必
要
に
迫

ら
れ
た
こ
と
、
同
小
県
の
た
め
負
担
が
重
過
ぎ
て
、
県
庁
の
所
在
云
々
の
よ
う
な
地
方
感
情
で
争
う
べ
き
で
な
い
こ
と
、
白
鳥
取
県
に
あ

る
境
港
に
よ
り
利
益
を
う
け
る
の
は
む
し
ろ
島
根
県
で
、
鳥
取
県
が
本
気
で
財
政
投
入
を
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

因
幡
の
反
対
は
全
く
自
分
の
懐
算
用
で
し
か
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

回
、
石
見
国
管
轄
換
の
要
望

149 

明
治
二
二
年
五
月
一
日
、
那
賀
郡
伊
南
村
後
野
(
浜
田
市
)

の
岡
本
俊
信
ら
が
、
元
老
院
議
長
大
木
喬
任
宛
に
、
石
見
国
を
管
轄
換
す
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る
こ
と
の
要
望
を
出
し
て
い
る
。
署
名
人
は
、
浜
田
・
江
津
・
益
田
は
も
ち
ろ
ん
、
江
川
流
域
、
さ
ら
に
鹿
足
郡
に
至
る
広
汎
な
地
域
に

及
ん
で
い
る
。
建
白
書
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
今
ヤ
吾
政
府
ハ
市
町
村
制
ヲ
実
施
シ
府
県
郡
制
モ
亦
将
-
一
発
布
シ
以
テ
地
方
制
度
ノ
完
一
備
ヲ
告
ゲ
(
中
略
)
此
時
-
一
当
リ
吾
人
々
民
ハ
各
地
適
当
ナ

ル
区
域
ヲ
撰
ヒ
テ
自
治
ノ
団
体
ヲ
作
リ
地
方
分
権
ノ
実
ヲ
挙
グ
ル
コ
ト
ニ
カ
メ
(
中
略
)
而
シ
テ
其
自
治
制
ヲ
シ
テ
名
実
相
副
ハ
シ
メ
其
分
権
ノ
実
ヲ

挙
ゲ
ン
ト
欲
セ
パ
須
ラ
ク
地
理
ノ
使
否
人
情
風
俗
ノ
異
同
経
済
上
ノ
利
害
ヲ
審
案
シ
兼
テ
其
地
方
ニ
於
ケ
ル
輿
論
ノ
趨
向
ヲ
ト
シ
其
相
近
キ
モ
ノ
ヲ
取

リ
テ
団
体
ヲ
作
川
ツ
其
相
遠
キ
モ
ノ
ヲ
捨
テ
以
テ
将
来
ノ
福
利
ヲ
図
ル
ベ
シ
(
中
略
)
現
時
我
ガ
石
見
国
ガ
島
根
県
ニ
属
シ
出
雲
隠
岐
ト
岡
県
治
ノ
下
-
一

在
ル
ハ
果
シ
テ
自
治
体
ノ
精
神
ニ
適
シ
分
権
ノ
実
ヲ
挙
グ
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ス
ル
乎
(
中
略
)
蓋
シ
政
府
ガ
雲
石
隠
ノ
一
一
一
国
ヲ
島
根
県
ニ
属
セ
シ
メ
ラ
レ

シ
ハ
行
政
上
ノ
便
宜
ヲ
主
ト
シ
テ
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
区
域
ニ
シ
テ
自
治
制
ヲ
施
キ
分
権
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
今
日
ニ
適
合
セ
サ
ル
ヲ
奈
何
セ
ン
(
中
略
)

之
レ
ニ
反
シ
テ
石
見
国
ノ
広
島
県
-
一
於
ケ
ル
関
係
ニ
至
リ
テ
ハ
以
上
ノ
諸
点
ト
恰
モ
反
対
ノ
現
象
ア
リ
弦
ニ
於
テ
乎
石
見
国
ノ
民
心
常
ニ
島
根
県
ノ
管

治
ヲ
脱
シ
テ
広
島
県
ニ
一
局
セ
ン
事
ヲ
熱
望
ス
ル
ノ
久
シ
キ
誠
-
一
所
以
ナ
キ
ニ
プ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
(
中
略
)
地
理
人
情
石
見
国
タ
ル
東
西
凡
四
十
呈
南
北
凡

十
数
里
一
二
旦
ル
狭
ク
旦
ツ
長
キ
地
形
ユ
シ
テ
県
庁
ヲ
距
ル
コ
ト
遠
キ
ハ
六
十
余
皇
近
キ
モ
十
数
恩
-
一
及
ブ
(
中
略
)
庁
下
松
江
ニ
赴
グ
者
甚
ダ
稀
ナ
リ

然
ル
ニ
広
島
県
・
h
a

ハ
腹
背
相
接
ス
ル
ヲ
以
テ
該
県
庁
処
在
地
広
島
へ
ノ
距
離
ハ
遠
キ
モ
一
一
一
十
数
旦
近
キ
ハ
十
豆
一
一
過
ギ
ザ
レ
バ
学
生
患
者
ノ
該
県
一
一
赴

ク
者
謀
ダ
多
キ
ト
且
該
県
内
ニ
製
造
ス
ル
諸
種
ノ
物
品
ハ
多
ク
石
見
-
一
入
リ
石
見
ノ
海
産
物
ヲ
始
メ
其
他
特
有
タ
ル
鉄
鋼
苧
詣
ノ
如
キ
多
ク
該
県
-
一
出

テ
互
三
需
用
シ
互
ニ
互
エ
供
給
ス
ル
ノ
実
ア
リ
此
他
金
穀
貸
借
上
司
一
一
於
ケ
ル
モ
石
見
ト
芸
備
戸
一
国
ト
ノ
関
係
鮮
少
ナ
ラ
ス
加
之
石
見
人
ノ
京
阪
地
方
-
一

往
復
ス
ル
者
皆
路
ヲ
此
地
-
一
取
レ
リ
又
タ
石
見
ハ
現
ニ
第
五
師
団
ノ
管
下
タ
リ
広
島
控
訴
院
ノ
所
轄
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
実
-
一
郷
川
ハ
芸
備
両
国
ヨ
リ
来

リ
石
見
ノ
中
央
ヲ
横
貰
シ
テ
北
海
エ
注
グ
ヲ
以
テ
芸
備
石
三
国
ノ
間
舟
槙
相
通
ス
ル
ノ
別
便
ア
リ
テ
ゴ
一
国
交
通
ノ
頻
繁
ナ
ル
恰
モ
織
ル
ガ
如
グ
ニ
ジ
テ

殆
ン
ド
一
国
内
ノ
観
ヲ
ロ
玉
セ
リ
故
-
一
人
情
風
俗
言
語
ニ
於
ケ
ル
モ
略
ボ
相
似
タ
ル
ハ
蓋
シ
自
然
ノ
道
理
ナ
リ
況
ン
ヤ
将
来
山
陽
鉄
道
ノ
開
通
及
ヒ
道
路

関
修
ノ
竣
功
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
パ
更
ラ
ニ
一
一
層
ノ
交
通
頻
繁
ヲ
加
フ
ル
ニ
於
テ
オ
ヤ
反
之
雲
石
ノ
間
交
通
極
メ
テ
稀
疎
ニ
シ
テ
商
業
上
ノ
関
係
最
モ
薄
キ

ニ
ヨ
リ
風
俗
人
情
言
語
ノ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
殆
ン
ド
秦
越
ト
一
般
ノ
観
ア
リ
ト
云
モ
失
当
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
信
ズ
ル
ナ
リ
(
中
略
)
経
済
財
源
-
一
広
狭
銭
苔

ノ
別
ア
ル
ニ
ヨ
リ
広
島
島
根
両
県
人
民
ノ
地
方
税
負
担
額
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
地
租
割
戸
数
割
ノ
如
キ
又
営
業
税
ノ
如
キ
広
島
一
一
軽
ク
シ
テ
島
根
三
裏
キ
ハ

事
実
ノ
許
ス
所
ナ
リ
(
中
略
)
凡
ソ
地
方
経
済
中
動
モ
ス
レ
パ
利
窓
口
ヲ
異
-
一
シ
易
キ
ハ
土
木
-
一
若
ク
ハ
ナ
シ
夫
レ
石
見
ハ
全
地
磁
務
ニ
シ
テ
其
十
中
七

八
ハ
山
岳
ニ
一
属
シ
出
雲
ハ
平
地
多
キ
ニ
居
ル
故
ユ
修
路
費
ハ
石
見
ニ
多
額
ヲ
要
シ
テ
治
水
費
ハ
出
雲
-
一
大
部
ヲ
費
消
ス
ル
如
キ
ハ
其
最
モ
顕
著
ナ
ル
モ
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ノ
ニ
シ
テ
為
メ
ニ
県
会
-
一
於
ケ
ル
モ
撰
出
地
ノ
利
害
-
一
ヨ
リ
テ
各
自
其
説
ヲ
異
ニ
シ
氷
山
灰
相
容
レ
ザ
ル
ノ
極
遂
ニ
議
場
ノ
騒
然
ヲ
来
ス
事
少
カ
ラ
不
実

-
一
嘆
ス
ベ
キ
ノ
至
リ
ナ
リ
(
中
略
)
然
ル
ニ
世
上
一
種
ノ
非
管
換
論
者
ア
リ
テ
反
対
ヲ
試
ミ
ン
ト
欲
ス
其
論
一
一
日
夕
石
見
国
人
民
ガ
島
根
県
ヲ
脱
シ
テ

広
島
県
-
一
一
馬
ス
ル
ノ
利
益
ハ
素
ヨ
リ
認
ム
ル
所
ナ
レ
ト
モ
政
府
ガ
之
レ
ヲ
許
容
セ
ザ
ル
可
キ
ヲ
奈
何
セ
ン
(
中
略
)
島
根
県
ハ
石
見
ヲ
失
フ
ヲ
以
テ
伯

番
ヲ
鳥
取
ヨ
リ
割
キ
以
テ
之
レ
ヲ
補
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
果
シ
テ
然
ラ
パ
因
幡
ノ
独
立
得
テ
期
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
左
レ
バ
石
見
一
国
ノ
為
メ
ニ
鳥
取
広

島
島
根
三
県
ニ
大
影
響
ヲ
及
ボ
ス
モ
ノ
ナ
レ
パ
ナ
リ
ト
実
-
一
難
者
ノ
量
一
口
ノ
如
シ
(
中
略
)
如
何
ニ
広
島
県
ガ
広
大
ニ
至
ル
モ
地
理
ノ
便
ニ
シ
テ
人
情
風

俗
ノ
相
似
テ
而
モ
経
済
上
ノ
利
益
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
ヲ
知
ラ
パ
他
更
ニ
不
可
ノ
点
ア
ル
ヲ
発
見
セ
ザ
ル
ナ
リ
難
者
又
夕
日
グ
地
震
ノ
便
否
人
情
風
俗
ノ
異

同
ニ
ヨ
リ
管
轄
替
ヲ
求
ム
ル
ト
セ
バ
西
部
鹿
足
郡
ハ
山
口
県
-
一
東
部
安
濃
郡
ハ
依
然
島
根
県
ニ
属
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
ル
ニ
非
ス
ヤ
ト
是
レ
実
-
7
実
際
ノ

利
害
ヲ
弁
知
セ
ザ
ル
ノ
論
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ス
(
中
略
)
我
石
見
国
三
十
万
同
胞
ヲ
シ
テ
永
久
-
一
幸
福
ヲ
享
有
シ
大
平
ヲ
譲
歌
セ
シ
ム
ル
ハ
他
ナ
シ
地

理
ノ
便
否
人
情
風
俗
ノ
異
向
経
済
上
ノ
利
害
如
何
ニ
ヨ
リ
以
テ
区
域
ヲ
画
定
ス
ル
ユ
ア
ル
ナ
リ
(
後
略
こ

伯
老
目
が
島
根
県
と
の
連
帯
を
主
張
す
る
根
拠
も
、
石
見
の
管
轄
換
を
求
め
る
理
由
も
類
似
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
、
府
県
域
変
更
を

求
め
る
声
の
大
半
も
、
周
辺
地
域
と
の
連
帯
の
事
実
を
根
拠
に
す
る
も
の
が
多
い
が
、
明
治
以
降
の
わ
が
国
の
地
方
行
政
制
度
の
も
つ
、

団
体
自
治
指
向
に
よ
り
住
民
を
統
治
し
よ
う
と
す
る
特
質
の
反
映
以
外
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

玉
、
行
政
区
画
、
と
く
に
府
県
域
の
区
画
の
地
理
的
意
義
(
5〉

行
政
区
画
は
、
と
く
に
府
県
域
に
お
い
て
み
る
限
り
、
地
域
の
事
情
を
配
慮
し
て
、
地
域
的
行
政
合
理
化
の
立
場
か
ら
画
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
山
陰
各
地
域
に
お
け
る
、
県
域
に
対
し
て
の
住
民
|
そ
れ
も
支
配
層
な
い
し
そ
の
周
辺
層
で
あ
る
が
|
の
反
応
は
、

形
式
地
区
の
も
つ
諸
問
題
に
、
小
地
域
の
生
活
圏
を
単
位
に
考
慮
す
る
生
活
意
識
を
、
素
朴
な
感
情
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

151 

る。
明
治
中
期
、
わ
が
国
の
資
本
制
が
本
格
的
な
第
一
歩
を
歩
み
始
め
る
前
夜
と
も
い
う
べ
き
そ
の
時
期
は
、
幕
落
体
制
下
の
諸
要
素
の
完
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画定 の 経 緯

石見(大森銀山領・浜田鶴)I 隠、 岐 |伯番・因幡(現・鳥取県城)

l会場薩側に立つが尊王援夷の立

銀山領内各地に警備計函

益支配田の戦・長州，浜田に入りI
1隠取岐藩騒管動理， 11.15 烏 l 

佐藤寛作.山口藩より浜田県令命ぜら 2.25.隠岐県設置
る

8.2.轄隠岐県廃し大森大森県設置轄(山口藩御預地旧天領.旧
浜田藩領管 〕 県管

大改森称県)庁を浜田に(浜田県とI
旧浜田県田廃県し，あらためて石i|ll.15. 12.7 
見で浜 島根県ー→鳥取県 l鳥取県設置川鳥取県再置

し大森・益田・津和野・市l
併支庁・裁判所支庁設置 1821 島根県管轄と 1821 鳥取県廃し，島根県に

なる 合併

円.，本庁直轄となる I (島根県庁鳥取支庁)

|鳥取女子師範学校開設

浜田支庁廃止 l鳥取支庁廃止

|久書米郡鳥士取族県再の県置再運置動反対建白

I~汗.1入2.郡鳥淀取江県・設再置置反対上申2

|伯州復活論

|島郷司におおくく ・島庁を西 i 
管那賀轄郡換有建志白:石見の広島県へ1 |鳥取に市制

|会見県設置

l町村制施行

l竹なす島を島司所管とみ l
l是庁をおく島地に指|

l就隠岐航汽船，下関港に l島り根照会の再合併につき内務省よ

|下関・境西郷線就航|
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付表 1 島根県域

年 |出雲(松江藩・広瀬・母呈藩) 1 石見(津和野藩)

1862 (文久2)12す民品川沖第5砲台守備の|藩主，将軍上洛建白・京帥守衛

18o3 (文久3)1貫主臥を貢し，禁裏守衛の親|藩主人朝拝謁・酬に硝石おく
となる る

四64(元治1)1備長州の命不穏で藩主帰城・石列|口守1石徴見す国第一軍の命・藩士に意見

1866 (慶長2)I幕府，松江藩に進軍命ず

1867 (慶長 3)1 1幕府倒壊近きを察し，落政改革

1腕)明治~) I l藩を兵発す，征東大総督錦旗守り，尽

1869 (明治 2)I松江藩庁関庁

叩(明治 3)I母皇藩制改革

日71(明治4)|{i!舘議・広瀬県・斑県:1浜田鳳津和野に支局

1872 (明治5)1島欝:管内を11大 区，掛区|富岡県:大森諸官臨時
(4.7より)11

附(明治 9)1松江裁判所・師範学校開設
1
4醐田県を廃し，島根県に合

四77(明治10)1霊会議場・外中原町清光院に関|遜摩・安濃両郡および伯番国一|

間(明治日)1松江女子師範学校開設

問(明治ロ)I 
1880 (明治同|

1881 (明治14)1 9.12 :島根県域画定

1883 (明治問)1 

1脚(明治21)1 

1.889 (明治22)I松江に市制， く隠岐以外に町村制〉

1890 (明治犯)I く降、岐以外に郡市U>

1904 (明治37)I 
1905 (明治的|

1909 (明治42)1 

1似(大正~) I野崎雲再合併につき，内務l

問(大正4)I両県合併につき意見書提出 | 
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付表2

現在の地域

明治元年

(1868年)

同 2 年

(1869年)

l 問<L!E I 同 9 年|同14年同3年 I "J 令干 I ;:J..... ... "'_¥.--I 
1 11 tl171 h::イ I (1876年) 1(1881年)

(1870年)1(明治8二22勤川(222fまつ|畿で)
出 雲国

松江市
出 雲市

安来市

平田市

八束 郡
仁多郡11松江務

大原郡
簸川郡

松江県
(7月14日)

島根県

(11月15日)
能義郡 l;1の内
飯石郡 j

主言語iの内Il広 瀬 藩
)広瀬県
(7月14日)

i引;f正ff!
大田市
紅津 市
粥摩郡

浜岡市

益田市

邑智郡の内

美濃郡

鹿足郡

浜田県

(11月15日)

島根県

( 8月
21日)

山口落

管理

浜田県

(9月25日)

県

月

)

回

1
日

浜

(

9

田
市
阿
川
、
J

森

8
日

大

(

2

::Jl吋;?li;F |島根県に属す

(11月
15日)

因 幡国
鳥取市
岩美郡

八頭郡
気高郡

伯~ 00 Il鳥取藩
米子市
倉吉市
境港市

東 伯郡
西伯郡
日野郡

島根県総務部統計課 r島根統計年鑑J (1古74版)による。

県

月

)

取
ロ
自

主

(

7

S

1

 
間
市
里
且
開
月
、
J

取

U
白

鳥
更
(
日

県t
 

宵
U
4

良司

鳥取県

更霊
(9月
12日)



全
な
廃
棄
の
上
に
、
中
央
集
権
を
確
立
す
る
課
題
を
も
っ
て
い
た
。
自
発
的
廃
藩
を
実
施
し
た
津
和
野
落
、
あ
る
い
は
版
籍
奉
還
に
積
極

的
な
対
応
を
示
し
た
鳥
取
藩
も
、
新
政
の
実
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
廃
県
に
よ
り
新
制
度
の
も
と
に
お
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
村
落

社
会
の
実
質
的
側
面
は
、
府
県
域
制
定
と
は
別
の
路
線
の
上
に
あ
っ
た
。
住
民
は
、

の
ち
に
市
町
村
制
の
な
か
で
問
わ
れ
る
課
題
を
も
っ

てつ争係るみ、、め蜘
る
。
根
強
い
「
国
」
意
識
を
背
景
と
し
て
分
離
し
た
例
も
あ
る
が
、
封
建
社
会
の
遺
産
と
も
い
う
べ
き
ム
ラ
意
識
の
残
存
が
む
し
ろ
地
方

向
一
呂
治
の
進
展
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。
昭
和
に
入
り
、
広
域
行
政
が
府
県
制
改
革
の
重
要
な
足
が
か
り
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
背
景

程一
叫
も
、
市
町
村
に
お
け
る
実
質
地
域
の
な
し
く
ず
し
的
な
再
編
統
合
と
併
行
し
て
、
府
県
域
と
市
町
村
域
の
実
質
的
機
能
の
分
離
の
上
に
立

定制画区政行の県根島

て
い
た
が
、
新
政
府
の
府
県
域
へ
の
対
応
の
課
題
の
な
か
に
は
、
各
藩
の
政
府
に
対
す
る
反
応
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
統
治
の
円
滑
化
を

図
る
以
外
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
社
会
経
済
史
的
な
発
展
は
、
形
式
的
な
区
域
合
理
化
に
よ
っ
て
、
地
方
の
統
合
中
心
を
設
定

さ
せ
る
が
、
実
質
地
区
の
再
編
は
充
分
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

島
根
県
域
の
今
日
の
形
が
確
定
し
た
の
ち
も
、
県
庁
は
依
然
松
江
に
置
か
れ
、
県
都
の
偏
在
が
今
日
な
お
行
政
上
の
難
点
を
与
え
て
い

っ
て
い
た
。
出
雲
と
石
見
の
、
感
情
的
対
立
と
も
い
う
べ
き
、
県
政
へ
の
対
応
の
差
は
ハ
$
、
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
き
わ
め
て
粗
描
に
過
、
ぎ
な
い
ま
ま
に
、
県
域
の
意
義
を
、
明
治
期
の
史
実
を
も
と
に
検
討
し
た
。
今
後
、
実
質
地
域
と
形
式
地

域
と
の
機
能
的
帯
離
に
つ
い
て
、

わ
が
国
の
未
熟
な
「
自
治
」
制
度
の
吟
味
を
と
お
し
て
、
よ
り
轍
密
な
考
察
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
報
告
は
、
第
一
七
回
大
会
の
共
同
課
題
「
政
治
区
画
の
歴
史
地
理
」
の
一
環
と
し
て
発
表
し
た
も
の
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
題
の
吟

味
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
多
く
の
方
々
か
ら
示
唆
を
頂
い
た
こ
と
に
謝
意
を
表
す
る
。
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15日

主
(
1
)
(
2
「
島
根
県
史
編
さ
ん
室
編
「
新
修
島
根
県
史

三
同
県
、
を
資
料
と
し
て
扱
っ
た
。

(
3
)

「
津
和
野
藩
知
事
亀
井
葱
監
上
表
写
」
(
太
政
官
日
誌
第
四
一
号

表
写
」
(
同
)
。

(
4
)
以
下
に
述
べ
て
い
る
よ
う
な
史
料
の
ほ
か
明
治
十
五
年
五
月
一
日
十
五
日
六
月
十
三
日
の
山
陰
新
聞
の
論
説
に
同
様
の
旨
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
村
上
百
太
郎
の
名
で
「
再
ビ
伯
州
復
轄
論
ノ
筆
ヲ
執
ル
」
と
し
て
、
た
だ
区
域
を
併
合
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
に
問
題

を
投
げ
て
い
る
。

(
5
)
林
正
巳
「
府
県
合
併
と
そ
の
背
景
」
一
九
七

O
古
今
書
院
で
は
、
府
県
の
機
能
そ
の
も
の
が
府
県
廃
止
論
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
基
本
的
課
題
は
、
む
し
ろ
「
列
島
改
造
論
」
に
示
さ
れ
る
中
央
集
権
的
管
理
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
指
向
し
て
い
る
こ
と

を
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

(
7
)
七

0
年
代
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
中
海
地
区
新
産
業
都
市
に
か
か
わ
る
鳥
取
・
島
根
の
県
界
論
争
が
本
格
化
す
る
が
、
他
方
で
は
、
石
見
を
顧
み

な
い
出
雲
偏
重
の
県
政
に
対
す
る
批
判
が
た
か
ま
っ
て
き
て
い
る
。

史
料
編
」

一
九
六
五
・
六
六
、

同
室

お
よ
び
鳥
取
県
編
「
鳥
取
県
郷
土
史
」
一
九
七

明
治
四
年
自
六
月
廿
五
日
至
廿
九
日
)
お
よ
び
「
津
和
野
藩
権
大
参
事
上




